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１．地域包括支援センターの機能強化に向けた取組

（１）地域包括支援センターの評価を通じた業務の改善や体制整備の推進

地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントや包括的支援事業等の実施を通

じて、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことによ

り、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的としており、今

後、地域包括ケアシステムの構築を推進していく上で、その機能強化は重要な課題であ

る。

他方、地域包括支援センターの状況については、業務負担が過大となっているとの指

摘があり、具体的に、負担が大きい業務としては、総合相談支援業務や指定介護予防支

援など、地域包括支援センターによって異なっている。

地域包括支援センターが、その機能を適切に発揮していくためには、センターごとに

業務の状況を明らかとし、これに基づいた、それぞれ必要な機能強化を図って行く必要

がある。

こうした観点から、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正

する法律（平成 29 年法律第 52 号。以下「改正法」という。）においては、市町村や地

域包括支援センターは、地域包括支援センターの事業について評価を行うとともに、必

要な措置を講じなければならないものとした。（介護保険法第 115 条の 46 関係）

具体的には、国において、全国で統一して用いる評価指標を策定し、全国の市町村及

び地域包括支援センターを比較評価することを可能とすることで、個々の地域包括支援

センターの業務の状況や量等の程度を市町村が把握し、これを地域包括支援センター運

営協議会等により、評価・点検できる仕組みの構築を予定している。

市町村においては、地域包括支援センターの人員体制について、特に留意していただ

くとともに、包括的支援事業のうち社会保障充実分予算の活用（※）も視野に入れ、地

域包括支援センターの運営費が適切な水準となるようご配慮いただきたい。

また、地域包括支援センターの運営費については、昨年、会計検査院より、包括的支

援事業と指定介護予防支援等を兼務する職員の人件費が適切に算定されていない実態

が見られたことについて、厚生労働省に対し、適正な交付額の算定方法の具体的な提示

等を行うよう意見表示があった。このことを受け、当該年度の地域包括支援センターの

総支出額から、介護予防支援費等にかかる収入分を控除した金額を交付の基準としてい

るところである。市町村からの委託費等が、この交付の基準に基づく水準となっていな

い場合、地域包括支援センターが十分な運営費を得られていない場合が推測されるので、

市町村においては、委託費等の検討に当たって、この交付の基準の水準を勘案していた

だくよう、お願いする。

※ 包括的支援事業のうち社会保障充実分予算を用いたセンターの機能強化の例

地域ケア会議の日程調整や、議事の準備、謝金等の支払い等の業務について、専任

で行う事務職員を雇用し、その人件費について、包括的支援事業のうち社会保障充実

分予算に計上。



（２）地域共生社会の推進に向けた地域包括支援センター等の取組

高齢や障害などの複合化したニーズへの対応を強化する観点から、地域共生社会の実

現に向けて、これまでの高齢者や障害者等の「縦割り」の福祉サービスを「丸ごと」に

転換し、高齢者、障害者、子どもなど、すべての人々が様々な困難を抱える場合であっ

ても、適切な支援を受けることができるような包括的な支援体制を整備することが必要

である。

改正法については、６月２日公布され、地域共生社会の実現のための取組のひとつと

して、相談支援体制の整備が盛り込まれている。

地域包括支援センターでは、これまで総合相談支援業務として、各種相談・支援を行

ってきているが、障害者等を含めた全ての人々を対象とする地域共生社会の実現に向け、

社会福祉法を改正し、市町村が、住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課

題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う包括的な支援体制づくり

に努めることとしている。（平成 30 年４月１日施行）

市町村においては、障害者や子どもを担当する部局等と連携し、地域における包括的

な支援体制を検討するとともに、地域の連携体制や、その中での地域包括支援センター

の位置づけや役割を具体化し、それを地域包括支援センターや受託法人と共有すること

で、地域包括支援センターが関係部局との連携を円滑に行うことができるよう、準備を

進めていただきたい。

また、生活支援コーディネーター等の生活支援体制整備における地域づくり取組につ

いても、同様の趣旨に基づいて対応していただき、市町村においては、生活支援コーデ

ィネーター等の円滑な活動への支援をお願いする。

なお、生活支援体制整備の一環として、住民主体の通いの場の創設を進める際には、

地域共生社会や介護予防の推進の観点から、例えば、

・ 高齢者が食事を調理し、地域の高齢者が集まって食事をする取組、その対象を子ど

もにも広げたいわゆる子ども食堂の取組

・ 高齢者が主体となって、農園で収穫した農産物を加工し、地域の事業所等に配食サ

ービスを行う取組

等を実施することも考えられる。その運営費については一般介護予防事業として地域支

援事業交付金を活用できるため、積極的な検討をお願いする。

２．介護予防・日常生活支援総合事業の平成 30 年度に向けた対応

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況の把握等

介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」という。）については、本年４

月より全ての市町村で実施している。

総合事業の実施状況については、取組を発展的に成長させていくため、「介護保険制

度の見直しに関する意見」（平成 28 年 12 月９日社会保障審議会介護保険部会）等を踏

まえ、今後、全市町村における実施を踏まえた状況の把握を行う予定であるので、ご協



力いただきたい。

また、実施状況を踏まえ、総合事業を効果的に実施するために必要な支援策の実施や、

必要に応じた制度の見直しがあり得るので、ご承知おき願いたい。

（２）適切なサービス単価の設定に向けた取組

総合事業のサービス単価の設定については、これまで、「介護予防・日常生活支援総

合事業の円滑な施行について」（平成 28 年 10 月 27 日厚生労働省老健局振興課地域包括

ケア推進係事務連絡）及び「介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービスの単価

の設定等に関する状況について（報告依頼）」（平成 28 年 12 月 13 日厚生労働省老健局

振興課地域包括ケア推進課係事務連絡）を発出しているところである。

平成 28 年４月時点で総合事業を実施している 514 の市町村に対し、その実施状況に

ついて確認を行ったところ、

① 従前相当サービスについては、ほとんどの自治体が、国が定める単価と同じ単価で

実施していた。一方、緩和型サービスについては、国が定める単価に対し、様々な単

価水準が設定されていたこと

② 総合事業の単価設定において、事業所との協議を実施した自治体は約６割、事業所

に対する説明会を実施した自治体は約８割であったこと

がわかった。

総合事業の単価については、事業の実施状況を踏まえて、適宜見直しを行うことが望

ましい。このため、第７期に向け、以下の対応を行うことにより、地域の状況を踏まえ

た適切な単価を設定していただくようお願いする。

【総合事業の適切な単価の設定に関する第７期に向けた対応】

① 検討に向けた準備

・ 生活支援コーディネーター等に対するヒアリング等による、地域のニーズや課

題の把握

・ サービス事業者へのヒアリング等による、事業所における担い手の確保の状況

や、経営状況の把握 等

② 具体的な政策の立案

・ ①により把握した状況を踏まえ、第７期におけるサービス単価や担い手の確保

に向けた取組など、具体的な対応について、根拠をもたせて立案を行う。（地域

の関係者に対して、根拠を持った説明ができるように準備を行う。）

・ なお、サービス単価の検討に当たっては、サービス事業者の効率的なサービス

提供等の観点から、周辺市町村の単価設定の状況も参考としながら検討を進める

ことが望ましい。

③ 施行準備

・ 第７期における具体的な対応について、事業の実施主体としての説明責任を果



たす観点から、議会への説明や、地域の関係者への説明会の実施などを通じて、

地域における合意形成に取り組む。

なお、サービス事業者が、市町村の圏域をまたがってサービス提供を行っていること

に鑑み、市町村独自の単価設定を行うことの必要性よりも、事業者の事務負担や効率的

な事業実施への配慮の必要性が高い場合には、周辺市町村の単価に倣った設定を行うこ

とも考えられる。都道府県においては、管内市町村の単価設定の状況を把握の上、適宜、

必要な広域的調整に関する助言を行っていただくようお願いする。

（３）総合事業の国が定める単価と給付サービスの報酬改定との関係

総合事業のサービスのうち、指定事業者により提供されるサービス（従前の介護予防

訪問介護又は介護予防通所介護に相当するサービス及び緩和した基準によるサービス）

の単価は、地域支援事業実施要綱において国が定める額を上限として、市町村が定める

こととしている。

他方、介護給付における訪問介護、通所介護、予防給付における介護予防支援の報酬

単位数については、厚生労働大臣告示において定められており、介護給付及び予防給付

については、現在、社会保障審議会介護給付費分科会において、平成 30 年度介護報酬

改定に向けた議論が進められているところである。

総合事業において市町村が定める単価の上限となる国が定める単価の平成 30 年度以

降の取扱については、平成 30 年度報酬改定における改定内容を踏まえた所要の見直し

があり得るので、ご承知おき願いたい。

（４）みなし指定の有効期間が終了する事業所への対応

総合事業では、市町村の事務負担の軽減等のため、予防給付と同様に、事業者の指定

の仕組みが設けられているところである。

事業者の指定については、総合事業への円滑な移行の観点から、総合事業に係る規定

の施行日前日である平成 27 年３月 31 日において、介護予防訪問介護、介護予防通所介

護に係る指定介護予防サービスの事業者について、当該施行日において、総合事業によ

る指定事業者の指定を受けたものとみなすこととし、有効期間は、原則として、平成 30

年３月末までの３年間としている。

このため、平成 30 年３月末をもって指定の有効期間が終了する事業者が、引き続き

サービス提供を行うためには、指定の更新手続きを行う必要があるので、市町村におか

れては、対応に遺漏なきようお願いする。

（５）平成 30 年度以降の総合事業にかかる上限額

総合事業の上限額については、市町村ごとに、事業開始前年度の予防給付（介護予防

訪問介護、介護予防通所介護、介護予防支援）と介護予防事業の合計額に 75 歳以上高

齢者の伸び率を乗じた上で、当該年度の介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予



防支援費を控除した額を原則の上限としているところである。

平成 30 年度以降の取扱については、総合事業ガイドラインにおいて、「介護予防支援

（ケアマネジメント）については、平成 30 年度以降は改めて、平成 29 年度までの実績

を踏まえて設定する。」としてきたところであるが、平成 30 年度以降の上限額について

は、事業開始前年度の予防給付（介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防支援）

と介護予防事業の合計額に 75 歳以上高齢者の伸び率を乗じた上で、引き続き介護予防

支援費を控除した額を原則の上限とすることを予定しているので、ご承知おき願いたい。

（６）介護予防ケアマネジメントに係る財政調整業務委託変更契約書（例）について

介護予防ケアマネジメント費にかかる国保連合会を経由した支払いについては、市町

村の総合事業にかかる効率的な事務実施の観点から、「介護予防・日常生活支援総合事

業における介護予防ケアマネジメントに要した費用の支払について」（平成 29 年１月

17 日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡）により、平成 29 年５月審査分より、介護

予防ケアマネジメント費の地域包括支援センターへの委託払いに当たり、国保連合会を

経由した支払いを可能とした旨、周知したところである。

今般、介護予防ケアマネジメントに係る市町村から国保連合会への財政調整業務の委

託について変更契約を行う場合の契約書例を作成したので、必要に応じて国民健康保険

団体連合会との調整をお願いする。

（７）高額介護合算の支給／不支給決定通知書（総合事業）について

高額介護（予防）サービス費の支給（不支給）の決定について不服があるときは、介

護保険法第 183 条の規定により、都道府県に設置される介護保険審査会に審査請求をす

ることができることとされている。

一方、総合事業における高額介護予防サービス費相当事業に係る決定は、地域支援事

業の一環として行われるものであり、介護保険法第 183 条に規定する「保険給付に関す

る処分」には該当しないことから、行政不服審査法の規定に基づく、処分庁である市町

村長に対して審査請求を行うこととなる。

上記を踏まえ平成 29 年３月 30 日付け事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係

る参考資料の送付について（確定版）」をもって高額介護予防サービス費相当事業に係

る帳票レイアウトを変更し、審査請求に係る教示文を修正したところである。

今般、高額医療合算介護予防サービス費相当事業に係る「高額介護合算療養費等支給

（不支給）決定通知書（総合事業）」についても、教示文を修正した様式案をお示しす

るので、参考とされたい。

３．包括的支援事業（社会保障充実分）の実施

包括的支援事業の社会保障充実分のうち、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制

整備事業、認知症総合支援事業については、介護保険法の附則により、事業を実施する者

の確保が困難であること等により、事業を行うことが困難である場合には、市町村の条例



に基づき、平成 30 年３月 31 日までの間、施行を猶予しているところである。

平成 30 年４月１日には、各事業について全ての市町村で施行されることとなるが、市

町村においては、ぞれぞれの事業にかかる予算を確保し、事業の実施要綱等を定め、平成

30 年度内に実施要綱等に基づいた事業を実施していることが必要となる。このため、平

成 29 年度においては、実施要綱の策定や、必要な予算の確保に向けた対応を進めていた

だきたい。

その他、事業の実施にかかる、それぞれの事業における留意点は、以下のとおりである

ので、ご留意願いたい。

① 在宅医療・介護連携事業

○ 平成 30 年度内には、在宅医療・介護連携推進事業について介護保険法施行規則に

定める、いわゆる「（ア）から（ク）」の８つの事業項目のそれぞれを実施している必

要があること。

※ 平成 29 年度末までに、地域の医療・介護関係者とともに、事業実施に係る計画

の立案または見通しを立てておくこと。

② 生活支援体制整備事業

○ 平成 30 年度内には、第１層、第２層の全圏域において、生活支援コーディネータ

ーの配置と協議体の設置を行うこと。

※ 第７期介護保険事業計画においては、地域の課題や資源の把握等を進めて、これ

を市町村と共有し、第８期介護保険事業計画の策定を行う際には、前期の取組の成

果を踏まえて、計画に盛り込む必要があるサービスを計画上で明確化すること。

③ 認知症総合支援事業

○ 平成 30 年４月には、認知症初期集中支援チームを設置し、また、認知症地域支援

推進員を配置している必要があること。

※ 認知症初期集中支援チームのチーム員は、平成 29 年度末までに「認知症初期集

中支援チーム員研修」を受講すること。（やむを得ない場合は、研修を受講したチ

ーム員から受講内容を共有すること。）



新しい地域支援事業（総合事業）の実施状況① 

１．サービス別事業所数推移 

【訪問型サービス】 
【通所型サービス】 125.8% 

13,260 

【確認された実施状況の要点】 

○ 総合事業の事業所数は、訪問型サービス、通所型サービスともに増加していることが確認された。 

○ 従前相当サービスについては、ほとんどの自治体が国が定める単価と同じ単価で実施していた。一方、緩和型サービスについては、国が定め

る単価に対し、様々な単価水準が設定されていた。 

○ 総合事業への移行による事業者の撤退や定員減により、必要なサービスを受けることができなくなったとの苦情は確認されなかった。 

○ 従前相当サービスは、ほぼ全ての自治体で介護職員処遇改善加算が設定されていた。 

○ 総合事業の単価設定において、事業所との協議を実施した自治体は約６割、事業所に対する説明会を実施した自治体は約８割あった。 

※ 平成28年４月時点で事業を実施している514の市町村に対し、総合事業の実施状況について、確認を行った。 

125.4% 
16,596 
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81.4% 

6.6% 

10.2% 1.8% 
介護給付の負担

割合と同様 

一律１割 

一律２割 

定額負担 

利用者負担なし 

その他 

■ 

■ 87.3% 

4.7% 
1.3% 

6.7% 

99.0% 

0.8% 

7.8% 

19.8% 

28.1% 
24.6% 

4.8% 

2.4% 

12.6% 

１０割 

１０割未満９割以上 

９割未満８割以上 

８割未満７割以上 

７割未満６割以上 

６割未満 

上記選択肢に複数

該当等その他 

6.7% 

18.0% 

27.3% 25.3% 

8.7% 

4.0% 
10.0% 

97.2% 

0.6% 
2.2% 

98.4% 

0.4% 1.2% 

２．旧介護予防訪問介護・通所介護の報酬単価に対する市町村が設定した基本単価の水準 

（１）従前相当サービス 
【訪問型サービス】 【通所型サービス】 

（２）緩和型サービス 

【訪問型サービス】 【通所型サービス】 

３．利用者負担割合の設定の状況 

（１）従前相当サービス 

【訪問型サービス】 【通所型サービス】 

（２）緩和型サービス 

【訪問型サービス】 【通所型サービス】 

※ 従前相当サービスにおいて、「国が定める単価」を下回る報酬を設定している場合の市町村の具体的な対応。 
 ○ Ａ自治体：事業所や地域包括支援センターなどと調整の上で設定。 
 ○ Ｂ自治体：単位数の端数調整により、結果的に１０割を下回ることとなった。 

Ｎ＝500 

Ｎ＝500 

Ｎ＝498 

Ｎ＝498 

Ｎ＝150 

Ｎ＝150 

Ｎ＝167 

Ｎ＝167 

新しい地域支援事業（総合事業）の実施状況② 

地域支援事業実施要綱にお
いて国が定める単価（旧介護
予防訪問介護・通所介護の単

価に相当）に対する、市町村
が設定した単価の割合 

99.0% 

0.8% 

  ○ 従前相当サービスについては、ほぼ全ての自治体がこれまでの予防給付と同じ単価で実施していた。 

   ○ 一方で、緩和型サービスについては、国が定める単価に対し、様々な水準の単価が設定されていた。 
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新しい地域支援事業（総合事業）の実施状況③ 

４．従前相当サービスにおける介護職員処遇改善加算の設定の状況 

加算を設定していない理由 
 
・ Ａ自治体：直営の事業であり、市町村の給与規定に依っているため。 

・ Ｂ自治体：もともと自治体内の事業所で処遇改善加算を算定している事業
所がなかったため。 

Ｎ＝501 

※ 基準緩和型サービスを実施する市町村では、約１／３の市町村が処遇改善加算を設定していた。 

５．利用者へのサービス提供への影響 

平成28年９月までにおける総合事業に関する利用者や家族からの苦情の有無。 

（１）総合事業移行による事業者の撤退や定員減により、必要なサービスを受けることができなくなった。   ０自治体（0.0%） 

（２）総合事業への移行により、事業所の職員の質が下がった。  ０自治体（0.0%） 

（３）総合事業への移行後、自身の身体の状態が悪化した。  ０自治体（0.0%） 

 ※ ただし、市町村において、以下の課題や対応が行われていることがわかった。 

   Ａ自治体：Ａ自治体において、生きがいづくりの通いの場を廃止し、新設した通所Aへの移行を進めたが、場所を変えたくないという利用者

の反対があり、通所Bとして存続させた。 

   Ｂ自治体：ケアマネジメントの結果、従前相当サービスの利用回数減となったが、一方で、個別リハの利用や自宅でできる訓練の実地指

導を行ったケースの利用者から、Ｂ自治体に対し、従前相当サービスの利用回数減に関する苦情があった。 

   Ｃ自治体：基準緩和型の通所サービス事業所において、定員オーバーで、祝日振り替え分の利用ができなかったという苦情があり、自治

体で、基準緩和型サービスの実施事業所が増加するよう働きかけを実施している。 

○ 従前相当サービスは、ほぼ全ての自治体で介護職員処遇改善加算が設定されていた。 
○ 総合事業への移行による事業者の撤退や定員減により、必要なサービスを受けることができなくなったとの苦情は確認されなかった。 
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６．旧介護予防訪問介護・通所介護の報酬単価を下回る単価設定を行っている自治体における単価設定の対応（複数回答） 

①価格設定の根拠 ②単価設定のプロセス 

Ｎ＝182 

新しい地域支援事業（総合事業）の実施状況④ 

※ 182自治体中、全ての項目に不対応の自治体は５自治体（2.7%） 

○ 総合事業の単価設定において、事業所との協議を実施した自治体は約６割、事業所に対する説明会を実施した自治体は約８割あった。 
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包括的支援事業（社会保障充実分）にかかる「事業実施」の考え方

○ 包括的支援事業（社会保障充実分）のうち、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業に

ついては、平成29年度末をもって、施行の猶予期間が終了し、全市町村で事業を実施することとなる。

○ 猶予期間の終了を控え、事業の実施に関する基本的な考え方を整理すると以下のとおりである。

認知症総合
支援事業

生活支援体制
整備事業

在宅医療・介護
連携推進事業

○ 平成30年４月には、認知症初期集中支援チームを設置し、また、認知症地域支援推進員を配置している必要があること。

※ 認知症初期集中支援チームのチーム員は、平成29年度末までに「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講するこ

と。 （やむを得ない場合は、研修を受講したチーム員から受講内容を共有すること。）

○ 平成30年度内には、第１層、第２層の全圏域において、生活支援コーディネーターの配置と協議体の設置を行うこと。

※ 介護保険計画の第７期においては、地域の課題や資源の把握等を進めて、これを市町村と共有し、第８期の策定を行

う際には、取組の成果を踏まえて、計画に盛り込む必要があるサービスを計画上で明確化すること。

○ 平成30年度内には、在宅医療・介護連携推進事業について介護保険法施行規則に定める、いわゆる「（ア）から（ク）」の

８つの事業項目のそれぞれを実施している必要があること。

※ 平成29年度末までに、地域の医療・介護関係者とともに、事業実施に係る計画の立案または見通しを立てておくこと。

○ 市町村において、①事業の実施のための予算の確保、②事業の実施要綱等を定め、③平成30年度内に実施要綱等に基

づいた事業を実施する必要がある。

○ このため、平成29年度においては、実施要綱の策定や、必要な予算の確保に向けた対応を進める必要がある。

事業の実施に関する基本的な考え方

【その他、各事業の実施に係る留意点】



業務委託契約変更契約書（例）

平成 年 月 日付けで○○市（町村・広域連合・一部事務組合）（以下「甲」

という。）と○○都道府県国民健康保険団体連合会（以下「乙」という。）との

間で締結した介護予防ケアマネジメントに係る財政調整業務委託契約書（以下

「原契約書」という。）の一部を下記のとおり変更する契約を締結する。

記

原契約書第二条の別記二「介護予防ケアマネジメント負担金調整依頼書」の

一部を以下のとおり改める。

「※要支援者に係る介護予防ケアマネジメント費を国保連経由で支払った場合

の人数は含めないこと。」を「※要支援者等に係る介護予防ケアマネジメント費

を国保連経由で支払った場合の人数は含めないこと。」に改める。

以上の契約の確定を証するため、本書二通を作成し、双方署名押印のうえ各

一通を所持するものとする。

平成 年 月 日

甲 ○○市（町村・広域連合・一部事務組合）

市（町村・広域連合・一部事務組合）長 氏 名 印

乙 ○○都（道府県）国民健康保険団体連合会

理事長 氏 名 印



別記二 介護予防ケアマネジメント負担金調整依頼書

保険者→国保連合会

※ 要支援者等に係る介護予防ケアマネジメント費を国保連経由で支払った場合の人数は含めないこと。

合 計 金 額

被保険者番号

被保険者氏名(カナ)
金額

1

項番
証記載保険者

番号

26

2

項番
証記載保険者

番号

被保険者番号

被保険者氏名(カナ)
金額

27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 35

11 36

12 37

13 38

14 39

15 40

16 41

17 42

18 43

19 44

20 45

21 46

22 47

4823

24 49

頁

平成 年 月分～平成 年 月分

平成 年 月 日

介護予防ケアマネジメント負担金調整依頼書

25 50

施設所在保険者番号

施設所在保険者名

1811



先に申請のありました高額介護合算療養費等支給について、下記のとおり決定しましたので通知します。

・この通知書
・○○保険被保険者証
・申請書に使用した印鑑

問い合わせ先
〒123-45XX

１ この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３箇月以内に、
○○市長に対して審査請求をすることができます。
２ この決定の取消しを求める訴訟は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、
○○市長に対して提起することができます。
３ ただし、上記の期間が経過する前に、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、
原則として審査請求をすること及び決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。

）

口座番号

電話番号 XXX(XXX)XXXX

支払場所

（

○○県××市□□□１－２－３

××市 市○○課

口座名義人

支 払 方 法

* * * 口 座 払

お持ち
いただくもの

振込先

金融機関

口座種目

支払期間

給付の種類

不支給の理由

備考

平成

月 日

計算対象期間中の
自己負担額の合計額

円 支給額 円

日 決定年月日 平成 年

年 月

申請年月日 平成 年 月

計算対象期間 平成 年 月 ～

高額介護合算療養費等支給（不支給）決定通知書（総合事業）（案）

被保険者氏名 被保険者証記号 被保険者(証)番号

印市長

〒 －
（所在地）

〒999-9999
○○県○○○市○○町1-2-3

介護 太郎 様

（表面）



備考
１．この用紙は、日本工業規格Ａ列４番とすること。

記入上の注意事項
1．「備考」欄には、平成２０年度において計算対象期間が１２ヶ月となった場合に、“計算対象期間１２ヶ月での計算による

支給（計算対象期間１６ヶ月での計算より支給額大）”等、被保険者への計算対象期間にかかる説明等を記載すること。
その他、被保険者への連絡において留意すべき事項があればその内容を記載すること。

（裏面）



４．中重度者の在宅生活を支えるサービスの普及・展開について

○ 高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするためには、24 時間

365 日の在宅生活を支えるサービスの充実が重要であり、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護等（以下「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護等」という。）のサービスが果たす役割は非常に大きいと考えている。

○ しかしながら、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の単身・重度の要介護

者等に対応し得るサービスの普及が十分に進んでいないのが現状である。

請求事業所数 利用者数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 633 か所 約 13,800 人

小規模多機能型居宅介護 4,984 か所 約 85,200 人

（出典：介護給付費等実態調査（平成 28 年４月審査分））

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、サービスの給付実績のない

保険者は、平成28年10月時点において、1,579保険者中1,023保険者（約65％）

であり、給付実績のない保険者の第 1号被保険者数（平成 28 年 10 月末時点）

は、約 943 万人（約 28％）である。また、給付実績のある保険者については、

地域毎にばらつきがあり、自治体が開設前後の支援を行うことにより、事業所

数が着実に増加している自治体もある。

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護等については、更なる普及・展開が課題

となっていることから、第７期介護保険事業計画においては、各保険者が被保

険者の介護ニーズを的確に把握した上で、地域ニーズに対応したサービス量を

見込み、整備していくことが求められている。

○ 第７期の介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的

な指針（案）の第一の一の２の介護給付等対象サービスの充実・強化において、



「重度の要介護者、単身又は夫婦のみの高齢者世帯及び認知症である者の増加、

働きながら要介護者等を在宅で介護している家族等の就労継続や負担軽減の必

要性等を踏まえ、高齢者の日常生活全般を毎日複数回の柔軟なサービス提供に

より支えることが可能な定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型

居宅介護及び複合型サービス等の普及に当たっては、要介護者等を始め地域の

住民やサービス事業所等を含めた地域全体に対して理解を図っていくことが重

要である」とされている。

また、第一の三の２において、「ニーズを反映した的確なサービス量の見込み

及び見込量確保のための方策を示すことが重要である」とされている。

○ そのため、各保険者においては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のサ

ービス内容等を十分にご理解の上、第７期介護保険事業計画のサービス量を適

切に見込んでいただくとともに、サービスの普及促進をお願いする。

○ なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及と質の向上の観点から、

① 公募制による事業者の指定

② 市町村協議制による指定拒否・条件付加

③ 市町村独自報酬による加算

等が制度上設けられているので、サービスの普及等のため、適切に活用いただ

くようお願いする。

※ ②の詳細については、５．を参照いただきたい。



（参考資料）

１．自立支援・介護予防に向けた取り組みの推進
(6) ニーズに応じたサービス内容の見直し
【中重度者の在宅生活を支えるサービス機能の強化】

○ 要介護者等の在宅の高齢者が安心して生活するためには、要介護度が高い人に
も対応可能なサービスが提供できる体制の整備が必要である。しかし、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護等の単身・重度の要介護
者等に対応し得るサービスの普及が十分に進んでいないのが現状である。

○ これらの状況やサービスの利用実態などを踏まえ、小規模多機能型居宅介護や
看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの地域密
着型サービスについては、
・ サービス提供量を増やす観点
・ 機能強化・効率化を図る観点
から人員要件や利用定員等の見直しを平成30年度介護報酬改定にあわせて検討す
ることとするのが適当である。

なお、地域密着型サービスの担い手を安定的に確保する観点から、適切な報酬
水準を確保できるような介護報酬とすべきとの意見や、これらのサービスについ
ては、公募指定をした後の保険者による支援の有無によって事業の進捗に大きな
差が生じているため、保険者による継続的な支援が大切との意見もあった。

介護保険制度の見直しに関する意見（平成28年12月９日社会保障審議会介護保険部会）

○ 訪問介護などの在宅サービスが増加しているものの、重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を２４時間支える仕
組みが不足していることに加え、医療ニーズが高い高齢者に対して医療と介護との連携が不足しているとの問題がある。

○ このため、①日中・夜間を通じて、②訪問介護と訪問看護の両方を提供し、③定期巡回と随時の対応を行う「定期巡回・
随時対応型訪問介護看護」を創設（平成24年４月）。

＜参考＞

１．第６期介護保険事業計画での実施見込み

平成27年度 平成28年度 平成29年度

３ ６ ６ 保険者
（ １ ． ８ 万人／日）

４ ８ ２ 保険者
（ ２ ． ５ 万人／日）

５ ５ ７ 保険者
（ ３ ． ３ 万人／日）

２．社会保障と税の一体改革での利用見込み

平成27年度 平成37年度

１ 万人／日 １ ５ 万人／日

月

火

水

木

金

土

日

6時

水分補給
更衣介助

排せつ介助
食事介助
体位交換

排せつ介助
食事介助

0時 2時 4時 8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時

通所介護

通所介護

定期巡回

随時訪問

訪問看護

オペレーター

随時対応
利用者からの通報により、
電話やICT機器等による応対・訪
問などの随時対応を行う

通報

定期巡回型訪問

定期巡回型訪問

訪問介護と訪問看護が一体的
又は密接に連携しながら、
定期巡回型訪問を行う

＜定期巡回・随時対応サービスのイメージ＞

＜サービス提供の例＞

・日中・夜間を通じてサービスを受ける
ことが可能

・訪問介護と訪問看護を一体的に受け
ることが可能

・定期的な訪問だけではなく、必要なとき
に随時サービスを受けることが可能

夜間・深夜の対応は日中と比べて少なく、利用

者からのコールも少ない。（イメージが実態と

大きく異なっていることが多い。）

【三菱UFJリサーチ＆コンサルティング調査より】

参入していない事業者は、
「夜間・深夜の対応が中心」

「コール対応が中心」 等のイメージ

実態は、

体位変換
水分補給

２４時間の定期巡回・随時対応サービスについて



定期巡回・随時対応型訪問介護看護［ 報酬のイメージ（1月あたり）］

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対する加算・減算

利用開始日から30日以内の期間
（30単位／日）

包括ｻｰﾋﾞｽとしての総合的なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
（1,000単位／月）

死亡日及び死亡日前14日以内に実施し
たターミナルケアを評価

（2,000単位/死亡月）

介護福祉士や常勤職員等の割合や職員研
修の実施等の要件を満たす場合

退院退所時、医師等と共同指導した場
合（600単位／回）

市町村が定める要件を満たす場合
（500単位を上限）

緊急時の訪問看護サービスの提供
（290単位／月）

（注１）点線枠の加算は、区分支給限度基準額の算定対象外 （注２） は、一体型事業所のみ算定。

通所系サービス又は短期入所系サービスを利用した場合の減算
通所系サービス利用１日当たり△62単位～△322単位
短期入所系ｻｰﾋﾞｽ利用時は、短期入所系ｻｰﾋﾞｽの利用日数に応じて日割り計算

医師の指示に基づく看護を受ける者に算定される部分
（看護職員による療養上の世話又は診療の補助）
※ 訪問看護を利用しない者・医療保険適用者は算定しない

利用者の要介護度に応じた基本サービス費

一体型事業所

介護・ 看護利用者 介護利用者

要介護１ ８ ， ２ ５ ５ 単位 ５ ， ６ ５ ８ 単位

要介護２ １ ２ ， ８ ９ ７ 単位 １ ０ ， １ ０ ０ 単位

要介護３ １ ９ ， ６ ８ ６ 単位 １ ６ ， ７ ６ ９ 単位

要介護４ ２ ４ ， ２ ６ ８ 単位 ２ １ ， ２ １ ２ 単位

要介護５ ２ ９ ， ３ ９ ９ 単位 ２ ５ ， ６ ５ ４ 単位

連携型事業所

介護分を評価

５ ， ６ ５ ８ 単位

１ ０ ， １ ０ ０ 単位

１ ６ ， ７ ６ ９ 単位

２ １ ， ２ １ ２ 単位

２ ５ ， ６ ５ ４ 単位

２ ， ９ ３ ５ 単位

３ ， ７ ３ ５ 単位

連携先訪問看護事業所を
利用する場合の訪問看護費

（連携先で算定）

基本報酬は事業所の形態及び
訪問看護の利用の有無により異なる

（下図参照）

要介護度に応じて全ての者に算定される部分
○定期巡回サービス
○随時の対応サービス
○看護職員による定期的なアセスメント

※加算・減算は主なものを記載

同一建物に居住する利用者に対するサービス提供 （△600単位／月）

介護職員処遇改善加算

・加算Ⅰ：8.6％ ・加算Ⅱ：4.8％
・加算Ⅲ：加算Ⅱ×0.9
・加算Ⅳ：加算Ⅱ×0.8

・介護福祉士4割以上：640単位
・介護福祉士3割以上：500単位
・常勤職員等 ：350 単位

訪問介護系サービスにおける定期巡回・随時対応型訪問介護看護の受給者の比率
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※ 介護保険事業状況報告（平成28年12月分）における平成28年10月サービス分の受給者数（要介護者に限る）より以下の計算方法で算出

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の受給者数

訪問介護系サービス受給者数（訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護）

訪問介護系サービスにおける定期巡回・
随時対応型訪問介護看護の受給者比率の
上位30保険者の比率
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護の受給者が50人未満の保険者
を除外



第６期介護保険事業計画における定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用者見込み（平成29年度推計）

北海道 132 滋賀県 10

青森県 36 京都府 16

岩手県 18 大阪府 14

宮城県 28 兵庫県 17

秋田県 17 奈良県 27

山形県 31 和歌山県 23

福島県 49 鳥取県 13

茨城県 28 島根県 8

栃木県 19 岡山県 24

群馬県 32 広島県 6

埼玉県 14 山口県 9

千葉県 24 徳島県 19

東京都 15 香川県 11

神奈川県 11 愛媛県 15

新潟県 20 高知県 24

富山県 1 福岡県 6

石川県 10 佐賀県 3

福井県 11 長崎県 12

山梨県 19 熊本県 38

長野県 56 大分県 11

岐阜県 25 宮崎県 23

静岡県 25 鹿児島県 37

愛知県 27 沖縄県 11

三重県 17 全国計 1042
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○利用者見込みのない保険者数 ○全保険者数に対する利用者見込みのない保険者数の割合（％）

全国平均

※ 全国：1,579保険者

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの導入に関するヒアリング調査

都道府県名 計画策定 取組内容

埼玉県

○ 定期巡回・随時対応型訪
問介護看護は地域包括ケア
システムの要となる必要不
可欠なサービスと認識し、
積極的に普及支援の取組を
実施。

○ 5年ごとに県政運営の指
針となる総合計画「埼玉県
5か年計画」（計画期間：
平成24年度～平成28年
度）において、定期巡回・
随時対応型訪問介護看護の
普及促進を重要施策として
位置づけ、普及促進に向け
た各種支援を展開。

○ 平成24年度は2市を対象とし、開始準備経費等の助成などによる事
業所立ち上げ支援や、ケアマネジャー等を対象とした説明会の開催に
よる周知・理解促進の取組、ならびに事業所立ち上げ後における利用
実態の調査分析などモデル事業を展開。

○ 平成25年度以降は、モデル事業で得られた知見やノウハウを活用し、
市町村や地域包括支援センター職員に対する研修、住民やケアマネ
ジャーなどへの出前講座、サービスの整備を検討している市町村や新
規参入意向のある介護事業者への情報提供等を実施。

○ 平成27年度は、県内外の事業者へアンケート・ヒアリング調査を実
施して得られた開設・経営に係るノウハウを盛り込んだ「定期巡回・
随時対応サービス 開設・経営の手引き」を作成。開設後の赤字経営
を憂慮し、参入に二の足を踏んでいる事業者に向け、安定的な収支モ
デルを提示。さらに手引きを活用し、県主催で開設見込みの事業者を
対象にセミナーを2回開催。

○ 平成28年度は、運営等に係る助言を行う事業所向けのアドバイザー
派遣、ケアマネジャーを対象としてケアプランへの位置づけ方や効果
的な利用実例を示すセミナーを開催。事業者連絡会の結成支援も実施。

兵庫県

○ 定期巡回・随時対応型訪
問介護看護は、県内のどこ
に居住していても24時間安
心して在宅生活を続けられ
るという意味で、第6期介
護保険事業計画においても
重要事項として位置づけて
おり、重点的に取り組んで
いる。

○ 平成24年度から普及セミナーの開催など、普及啓発に努めてきた。
平成27年度には、参入後の人件費補助を行うモデル事業を創設。平
成29年度からは、対象を新たに参入する全ての事業者に拡大し、1人
分の人件費相当分を補助することにしている。訪問看護師の研修費用
補助やICT活用への補助も実施。

【出典】平成28年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「訪問によるサービス提供を行う介護保険サービスの実態と今後のあり方に関
する調査研究事業報告書」（平成29年3月）株式会社三菱総合研究所（平成29年1月～3月実施）

○ 都道府県の取組等



小規模多機能型居宅介護の概要

利用者の自宅

在宅生活の支援

様態や希望により、 「訪問」

小規模多機能型居宅介護事業所

「訪問」

人員配置は固定にせず、柔軟な業務遂行を可能に。

様態や希望により、

「泊まり」

○１事業所の登録定員は29名
以下

○「通い」の利用定員は登録
定員の2分の1～15名の範囲
内（一定の要件を満たす場合
は最大18名）

○「泊まり」の利用定員は通い
の利用定員の3分の1～9名
の範囲内

「通い」を中心 とした
利用

○居間及び食堂は機能を
十分に発揮しうる適当な広
さ

○泊まりは４．５畳程度で プ
ライバシーが確保できるし
つらえ

○介護・看護職員
日中：通いの利用者

３人に１人
＋訪問対応１人

夜間：泊まりと訪問対応で
２人（１人は宿直可）

○介護支援専門員１人

○要介護度別の月単位の定額報酬

《利用者》 《設備》《人員配置》

どのサービスを利用しても、なじみの職員によるサー
ビスが受けられる。

運営推進会議

利用者、利用者の家族、地域住民、
市町村の職員、地域包括支援センター
の職員等による会議において、おおむ
ね２月に１回以上、活動状況等につい
て協議・報告・評価を行う。

○ 外部の視点の評価による地
域に開かれたサービス

○ サービスの質の確保

「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて
サービスを提供することで、中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援するため、小規模多
機能型居宅介護が創設された（平成１８年４月創設）。

利用者の要介護度・要支援度に応じた
基本サービス費

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算

要介護
１

10,320
単位

要介護
2

15,167
単位

要介護
3

22,062
単位

要介護
4

24,350
単位

要介護
5

26,849
単位

登録日から30日以内ｻｰﾋﾞｽ
提供 （30単位／日）

基準を上回る看護職員配置
※
（900単位,700単位,480単位）

認知症の者へのｻｰﾋﾞｽ提供※
（800単位、500単位）

中山間地域等でのｻｰﾋﾞｽ提供
（＋5％）

定員を超えた利用や人員
配置基準に違反

（－30％）

サービスの提供が過少で
ある事業所

（－30％）

要支援１
3,403
単位

要支援
2

6,877
単位

（注）※印の加算については、指定小規模多機能型居宅介護にのみ適用。（指定介護予防小規模多機能型居宅介護には適用されない。）
（※）点線枠の加算は、限度額に含まれない。

市町村独自の要件※
（300単位、200単位、100単位）

1,000単位を上限とする

小規模多機能型居宅介護［報酬のイメージ（1月あたり）］

要介護
１

9,298
単位

要介護
2

13,665
単位

要介護
3

19,878
単位

要介護
4

21,939
単位

要介護
5

24,191
単位

要支援１
3,066
単位

要支援
2

6,196
単位

（１）同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合

（２）同一建物に居住する者に対して行う場合

訪問サービスの提供体制の
強化※

（1,000単位／月）

包括サービスとしての総合
的なマネジメント

（1,000単位／月）

看取り期の連携体制の構築
※ （64単位／日）

介護福祉士や常勤職員等の割合や
職員研修の実施等の要件を満たす
場合（ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算）

介護職員処遇改善加算

・加算Ⅰ：7.6％ ・加算Ⅱ：4.2％
・加算Ⅲ：加算Ⅱ×0.9
・加算Ⅳ：加算Ⅱ×0.8

・介護福祉士5割以上：640単位
・介護福祉士4割以上：500単位
・常勤職員等 ：350 単位



５．居宅サービス事業者等の指定に対する保険者の関与強化

○ 介護保険制度は、制度創設以来、在宅ケアを推進してきた結果、在宅サービス

の供給量（事業所数）は拡大しているが、一方で、訪問介護・通所介護等の供給

量が多いと判断している市町村もあり、保険者機能の強化の観点から、在宅サー

ビスの事業者指定について、市町村の関与を強化していくことが求められる。

○ 介護サービスの供給に関わる事業者指定への関与の仕組みとしては、現行制度

上、以下のようなものが用いられているが、今般、保険者の機能強化のため、関

与の仕組みを追加することとした。

関与の仕組み 都道府県指定のサービス 市町村指定のサービス

総量規制
・介護保険３施設
・特定施設入居者生活介護

・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護⽼⼈福祉施設

公募制 ―

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・⼩規模多機能型居宅介護
・看護⼩規模多機能型居宅介護

市町村協議制による
指定拒否・条件付加

※定期巡回・随時対応型訪問介
護看護等があること等が要件

・訪問介護
・通所介護

条件付加 ― 地域密着型サービス全体

なし

・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期⼊所療養介護
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売

―

【現⾏】

サービス供給への関与の仕組み（全体像）

①

②

関与の仕組み 都道府県指定のサービス 市町村指定のサービス

総量規制
・介護保険３施設
・特定施設入居者生活介護

・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護⽼⼈福祉施設

公募制 ―

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・⼩規模多機能型居宅介護
・看護⼩規模多機能型居宅介護

市町村協議制による
指定拒否・条件付加等

※定期巡回・随時対応型訪問介
護看護等があること等が要件

・訪問介護
・通所介護
・短期入所生活介護

・地域密着型通所介護

条件付加 ・居宅サービス全体 ・地域密着型サービス全体

なし ― ―

⑤

④

③

【⾒直し後】

（図表－５）



Ⅰ 現行制度

○ 在宅サービス事業者の指定に関し、現行制度の下で市町村が関与する仕組みと

しては以下がある。

① 市町村協議制＜図表－５ ①部分＞

・ 市町村に指定権限のある定期巡回・随時対応型訪問介護看護、（看護）小規模

多機能型居宅介護が当該市町村の区域内にある場合等において、

・ その区域内の訪問介護・通所介護の量が、市町村の介護保険事業計画に定め

る見込量を上回るか、又は計画の達成に当たり支障があると判断した場合には、

・ 市町村は、都道府県の行う訪問介護・通所介護の指定について、都道府県に

協議を求めることができる。この場合、都道府県は、その求めに応じなければ

ならない。

⇒ 都道府県は、市町村との協議結果を踏まえて、訪問介護・通所介護の指定を

拒否し、又は指定に当たり条件を付すことができる。

例）サービスの提供範囲を限定すること（定期巡回・随時対応型訪問介護看護

等を行う事業所が所在する区域の利用者に対しては、サービス提供を行わな

いこと）を条件として付すことが可能

※：（ⅰ）・（ⅱ）のいずれにも該当している場合

（ⅰ）厚生労働省令で定める場合。
具体的には、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域内にある場合」や「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護等に係る公募指定を行っている場合」。

（ⅱ）以下のいずれかに該当すると認めるとき
ア. 当該市町村又は当該市町村内の日常生活圏域における当該訪問介護・通所介護等の量が、市町村介護保険事業計

画で定める見込量に既に達している場合、又は申請に係る指定によって当該見込量を超えることになるとき
イ. アのほか、計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき

都
道
府
県
知
事

（居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
指
定
権
者
）

① 一定の条件（※）を満たす
場合は、指定又は指定更
新について、協議を求める
ことができる。
【第70条第７項】

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

（新
規
・既
存
）

市
町
村
長

（地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
指
定
権
者
）

③ 指定又は指定更新の申請

② 指定又は指定更新につ
いて、協議
【第70条第７項】

④ 市町村長との協議結果に基
づき、厚労省令で定める基準に
従って、指定・指定更新の拒否、
条件を付した指定・指定更新が
可能。
【第70条第８項】

市町村協議制の基本スキームのイメージ図



② 地域密着型サービス事業者の条件付加指定＜図表－５ ②部分＞

市町村は、地域密着型サービス事業者の指定を行うに当たって、事業の適正

な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができる。

例）事業者指定を行うに当たって、他市町村から転入して利用することを一定

程度制限することや指定を受けてから開業するまでの期間の制限を、条件と

して付すことが可能。

※ この点は、介護保険制度の見直しに関する意見（平成２８年１２月９日社

会保障審議会介護保険部会）において、「地域密着型サービス事業者の指定を

行う際、市町村は、事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を

付すことができることとされており、このことを市町村に再度周知すること

が適当」とされた。

地域密着型サービスの条件付加指定に関する Q＆A
質問 回答 ＱＡ発出時期、

文書番号等

事業者指定を行うに当たって、

他市町村から転入して利用す

ることを一定程度制限するこ

とや指定を受けてから開業す

るまでの期間の制限を、条件と

して付することは可能か。

改正介護保険法第 78 条の 2 第 7 項の規定に

基づき、市町村長は事業者の指定を行うに当

たって、事業の適正な運営を確保するために

必要と認める条件を付することができると

されており、市町村が地域の実情に応じてお

尋ねのような条件を付することは可能であ

る。

17.12.19

全国介護保険・老

人保健事業担当

課長会議資料

地域密着型サー

ビスに関する Q&A

認知症高齢者グループホーム

に他の市町村から転入して（住

所を移して）入居することを制

限することは可能か。

改正介護保険法第 78 条の 2 第 7 項の規定で

は、市町村長は事業者の指定を行うに当たっ

て、事業の適正な運営を確保するために必要

と認める条件を付することができるとされ

ているが、他市町村から転入して入居するケ

ースが増え、実質的に事業所設置市町村の被

保険者の適切な利用が阻害されることにな

れば、当該市町村における地域密着型サービ

スの適正な運営の確保が困難になる可能性

もある。

したがって、設置市町村は、同項の規定に基

づき、事業所を指定するに当たり、例えば、

「他市町村からの転入による入居者を定員

の一定割合に限定すること」「他市町村から

転入して○ケ月を経た者からの入居とする

こと」等の条件を付すことは可能である。

18.5.2 介護制度

改革 information

vol.102

事務連絡

指定認知症対応

型共同生活介護

等に関する Q&A

(地域密着型サービス全般）他

市町村が事業所所在の市町村

に対し事業所指定の同意を求

めてきた場合、事業所所在の市

町村は同意に当たって、他市町

村の有料老人ホームの入居者

が市域内の認知症対応型通所

介護事業所を利用する場合に

限るなどの限定付きで同意を

行うことは可能か。

事業所所在の市町村は､他市町村の有料老人

ホームの入居者が市域内の認知症対応型介

護事業所を利用する場合に限るなど利用者

の範囲を限定した上で同意を行うことは可

能である。他市町村においては、介護保険法

第 78 条の 2第 7 項の規定に基づく条件を付

した指定を行うことになる。

18.9.4

介護制度改革

information

vol.127

事務連絡

介護老人福祉施

設及び地域密着

型サービスに関

する Q&A



Ⅱ 見直し内容

○ 「地域包括ケア強化法」では、市町村が居宅サービス等の供給量を調整できる

よう、指定拒否や条件付加の仕組みを導入することとしている。具体的には、

③ 都道府県による居宅サービス事業者の指定に関して、市町村が都道府県に意

見を提出できるようにし、都道府県はその意見を踏まえて指定をする際に、条

件を付すことを可能とすること

※ 具体的な条件としては、市町村介護保険事業計画に沿って、居宅サービ

スの提供範囲を一定の範囲に限定することや利用定員の制限等を想定

④ 小規模多機能型居宅介護等を更に普及させる観点から、地域密着型通所介護

が市町村介護保険事業計画で定める見込み量に達しているとき等（市町村協議

制と同じ要件）に、市町村は事業所の指定を拒否できる仕組みを導入する、

という２つの内容となっている。

⑤ 併せて、①の市町村協議制について、これまでは、事業所数が多い訪問介護・

通所介護を対象としてきた一方で、短期入所生活介護も、小規模多機能型居宅

介護等の「泊まり」サービスと機能が類似するため、小規模多機能型居宅介護

等の普及の更なる推進の観点から、対象とする予定である。

＜図表－５ ③～⑤部分＞

居宅サービス事業者等の指定に対する保険者の関与強化

見直し内容

○ 地域マネジメントを推進するため、保険者である市町村が居宅サービス等の供給量を調整できるよう、指定拒否や条
件付加の仕組みを導入する。

・ 都道府県による居宅サービス事業者の指定に関して、市町村が都道府県に意見を提出できるようにするとともに、
都道府県はその意見を踏まえて指定をするに当たって条件を付すことを可能とする。（ⅰ～ⅲ）

・ 小規模多機能型居宅介護等を更に普及させる観点から、地域密着型通所介護が市町村介護保険事業計画で定
める見込量に達しているとき等に、事業所の指定を拒否できる仕組みを導入する。（Ａ・Ｂ）

都
道
府
県

（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
指
定
権
者
）

市
町
村

（
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
権
者
）

ⅲ 市町村の意見を踏まえ、条件を付すことが可能（※）

Ｂ 小規模多機能型居宅介護等を普及させる観点から、
地域密着型通所介護の指定拒否が可能

事
業
者

事
業
者

Ａ 地域密着型通所介護の指定の申請

ⅰ 居宅サービスの指定の申請

ⅱ 市町村介護保険事業計画との
調整を図る見地から、 意見を提
出することが可能

新

新

新

（※）事業の実施地域の制限等を想定

【関与の観点】 対象となる都道府県指定のサービス 対象となる市町村指定のサービス

市町村介護保険事
業計画との調和等

施設・居住系サービス → 指定拒否（現行）

居宅サービス 条件付加（新設①）

施設・居住系サービス → 指定拒否（現行）

居宅サービス → 条件付加（現行）

小規模多機能型居
宅介護等の普及等

通所介護・訪問介護 → 指定拒否・条件付加（現行）

※省令でショートステイを追加予定 地域密着型通所介護 指定拒否（新設②）・条件付加（現行）



Ⅲ その他

○ Ⅰ・Ⅱの制度を活用しながら、保険者である市町村が、その地域における介護

給付等の状況や要介護認定者数の状況、高齢者のニーズ等を踏まえ、提供してい

くべきサービスの種類や量について定める市町村介護保険事業計画に沿って、地

域のサービス提供体制を構築することが重要である。

○ Ⅱの施行は平成 30 年４月１日であるが、こうした制度の活用も念頭に置きなが

ら、都道府県及び市町村は、第７期の都道府県介護保険事業支援計画及び市町村

介護保険事業計画を策定していただきたい。

○ また、Ⅰ・Ⅱの仕組みは、新規指定時のみならず、指定更新時にも可能となる

ことから、既存事業者についても、制度上は指定更新の拒否、又は、条件を付し

ての指定更新の対象となり得る。一方で、介護護保険制度の見直しに関する意見

（平成２８年１２月９日社会保障審議会介護保険部会）において、サービス事業

者の質やサービス事業者の経営への予見可能性を担保する観点の必要性が指摘さ

れていることから、先進自治体の取扱いも参考にしながら、都道府県・市町村に

おいて適正に活用されたい。

【市町村協議制の桑名市の例】

通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定に関する協議

○ 在宅生活の限界点を高めるサービスの提供を実現するためには、
施設サービスと同様な機能を地域に展開する在宅サービスの普及を促進することが重要。

○ 平成２６年６月、桑名市より、三重県に対し、
通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定及びその更新について、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護
及び複合型サービスの普及を促進するために必要な協議を求めたところ。

○ これは、従来の在宅サービスと異なる内容の新しい在宅サービスの提供体制の
計画的な整備について、「地方分権の試金石」と称される介護保険制度で
市町村に介護保険の保険者として認められた機能を適切に発揮したもの。

○ 当面、次に掲げる基本的な方針に沿って、適切に対応。

① 新規の指定に関しては、

ⅰ 原則として、認めない取扱い。

ⅱ サービスの内容が高齢者の自立支援に特に資するものと認められる場合には、

例外的に、認める取扱い。

② 指定の更新に関しては、

ⅰ 不祥事案が生じた等の場合を除き、認める取扱い。

ⅱ 必要に応じ、指導監査を実施する等の取扱い。

桑名市
作成資料

○ なお、Ⅰの①市町村協議制、Ⅱの③条件付加の仕組みについては、政令指定都

市・中核市は、大都市特例で、自らの判断により、活用が可能である。

○ また、事業所が付された条件に従わない場合は、

・勧告・命令等（介護保険法第 76 条の２、第 78 条の９、第 115 条の８、第 115 条の 18）、

・指定取消し（同法第 77 条、第 78 条の 10、第 115 条の９、第 115 条の 19）の対象となる。



Ⅳ 参照条文（介護保険法（平成９年法律第 123 号））

③居宅サービス全体の条件付加、①市町村協議制の根拠条文

（指定居宅サービス事業者の指定）

第七十条 （略）

１～６ （略）

７ 関係市町村長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第四十一条

第一項本文の指定（前項の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものを除く。次項にお

いて同じ。）について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にそ

の旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求

めに応じなければならない。

８ 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところに

より、第四十一条第一項本文の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第百十

七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出るこ

とができる。

９ 都道府県知事は、第六項又は前項の意見を勘案し、第四十一条第一項本文の指定を行うに

当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

10 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看

護等（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。以下この

条において同じ。）の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所（以下この項にお

いて「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所」という。）が当該市町村の区域にある場

合その他の厚生労働省令で定める場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービ

ス（当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。）に係る第四十一条第一項本文の

指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が定める市町村介護保険事

業計画（第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において

同じ。）において定める当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所

在地を含む区域（第百十七条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域とする。以

下この項において「日常生活圏域」という。）における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等

の見込量を確保するため必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府

県知事は、その求めに応じなければならない。

一 当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービス（この項の規定により協議を行

うものとされたものに限る。以下この号及び次項において同じ。）の種類ごとの量が、当該

市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域

における当該居宅サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は第一項の申請に

係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき。

二 その他当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。

11 都道府県知事は、前項の規定による協議の結果に基づき、当該協議を求めた市町村長の管

轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスにつき第一項の申請があった場合において、

厚生労働省令で定める基準に従って、第四十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は

同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運

営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
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⑤市町村協議制の対象サービス等の根拠条文

○介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36号）

（法第七十条第七項 の厚生労働省令で定める地域密着型サービス）

第百二十六条の八 法第七十条第七項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。

（法第七十条第七項 の厚生労働省令で定める場合）

第百二十六条の九 法第七十条第七項 の厚生労働省令で定める場合は、同項 に規定する定期

巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域にある場合及び当該市町村の長が

同項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について公募指定（法第七十八条の十四

第一項に規定する公募指定をいう。）に係る公募を行っている場合とする。

（法第七十条第七項 の厚生労働省令で定める居宅サービス）

第百二十六条の十 法第七十条第七項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、訪問介護及び

通所介護とする。

（法第七十条第七項 の規定による協議の求めの方法）

第百二十六条の十一 市町村長は、法第七十条第七項の規定による協議を求める際は、当該協

議の対象となる居宅サービス（前条に規定するものに限る。）の種類、当該協議の対象となる

区域その他当該協議を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。

（法第七十条第八項 の厚生労働省令で定める基準）

第百二十六条の十二 法第七十条第八項 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 第百二十六条の十の居宅サービスを受けている者に対し、必要な居宅サービス等が継続

的に提供されるよう、配慮すること。

二 必要に応じて、法第七十条第一項の申請を行う者から意見を聴取すること。

（指定の更新）

第七十条の二 （略）

２・３ （略）

４ 前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。

（指定介護予防サービス事業者の指定）

第百十五条の二 （略）

２・３ （略）

４ 関係市町村長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第五十三条

第一項本文の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村

長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、

その求めに応じなければならない。

５ 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところに

より、第五十三条第一項本文の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第百十

七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出るこ

とができる。

６ 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第五十三条第一項本文の指定を行うに当たって、

当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。



④地域密着型通所介護を指定拒否できる仕組み、②地域密着型サービス全体の条件

付加の根拠条文

（指定地域密着型サービス事業者の指定）

第七十八条の二 （略）

２～５ （略）

６ 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号（病院又は診療所により行わ

れる複合型サービスに係る指定の申請にあっては、第一号の二、第一号の三、第三号の二及

び第三号の四から第五号までを除く。）のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一

項本文の指定をしないことができる。

一～四 （略）

五 地域密着型通所介護その他の厚生労働省令で定める地域密着型サービスにつき第一項の

申請があった場合において、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回・随時対

応型訪問介護看護等（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及

び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定める

ものをいう。）の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所（イにおいて「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所」という。）が当該市町村の区域にある場合そ

の他の厚生労働省令で定める場合に該当し、かつ、当該市町村長が次のいずれかに該当す

ると認めるとき。

イ 当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む日常

生活圏域における地域密着型サービス（地域密着型通所介護その他の厚生労働省令で定

めるものに限る。以下このイにおいて同じ。）の種類ごとの量が、第百十七条第一項の

規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又

は当該日常生活圏域における当該地域密着型サービスの種類ごとの見込量に既に達し

ているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき。

ロ その他第百十七条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画

の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。

７ （略）

８ 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営

を確保するために必要と認める条件を付することができる。

９～11 （略）

（指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定）

第百十五条の十二 （略）

２～５ （略）

６ 市町村長は、第五十四条の二第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営

を確保するために必要と認める条件を付することができる。

７ （略）
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６．介護サービスの情報公表システムの周知とシステム改修について

介護サービスの情報公表制度の実施主体である都道府県におかれては、以下の

内容を御了知の上、管内市町村（政令市、中核市を含む）、介護事業所・施設、居

宅介護支援事業所等の関係機関等にその周知徹底をお願いする。

Ⅰ 情報公表システムの周知

○ 介護保険制度では、利用者の心身の状況や、その置かれている環境等に応じ

て、利用者の選択に基づき、サービスを利用する仕組みとなっているため、利

用者がニーズにあった事業所・施設を適切に選択するための情報を提供する介

護サービス情報の公表制度を設けており、その周知を図ることが重要である。

この点は、平成 29 年５月の規制改革推進会議の答申においても指摘されている。

○ 情報公表システムの効果的な普及・啓発については、平成 29 年３月 10 日の

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議でお願いしているところであるが、

これに加え、要介護認定又は要支援認定（以下「要介護認定等」という。）を受

けた直後から介護サービス情報公表システムを用いたサービスの選択が可能と

なるよう、要介護認定等の結果通知書に当該システムのＵＲＬを記載いただき

たい。

○ なお、新しく情報公表制度のパンフレット（平成 29 年４月版）を作成したの

で、活用されたい。（別添６－１）

（※）情報公表制度のパンフレットは、以下 HP からダウンロード可能。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kai

go_koureisha/kouhyou/index.html



規制改革推進に関する第１次答申 ～明日への扉を開く～
平成 29 年５月 23 日 規制改革推進会議

III 各分野における規制改革の推進
３． 医療・介護・保育分野

(2) 具体的な規制改革項目
① 介護サービス利用者の選択に資する情報公表制度及び第三者評価
の改善

ア 情報公表システムの周知
【平成 29 年度上期措置】

介護サービス情報公表システムについては、その存在が利用者
に十分に認知されていない。
したがって、介護サービス情報公表システムが、介護が必要に

なった場合に適切なタイミングで認知されるよう、要介護認定及
び要支援認定の結果通知書に当該システムのＵＲＬを記載する
よう地方自治体に促すなど、周知方法を検討し、地方自治体の協
力を得ながら周知する。

規制改革実施計画（平成29年６月９日閣議決定）

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省

1
介護事業者選択に資す
る情報の分かりやすい表
示への見直し

介護サービス情報公表システムにおける情
報項目について、介護事業者を選択する基
準となる情報を調査・研究した上で、その結
果を踏まえ、利用者・家族向け情報と専門職
（ケアマネジャー等）向け情報に再編すること
の適否などを検討し、介護事業者選択に資す
る情報を分かりやすく表示する。

平成29年度検討・結論、
平成30年度措置

厚生労働省

2
情報公表システムにおけ
る利用者の選択に資する
機能の追加

利用者の主体的なサービス選択に資するよう、
介護サービス情報公表システムに、各種サー
ビスを組み合わせて利用する場合の総費用
の簡易な試算の機能を追加することなどを検
討し、結論を得る。

平成29年度検討・結論、
平成30年度上期措置

厚生労働省

3 情報公表システムの周知

介護サービス情報公表システムが、介護が
必要になった場合に適切なタイミングで認知
されるよう、要介護認定及び要支援認定の結
果通知書に当該システムのＵＲＬを記載する
よう地方自治体に促すなど、周知方法を検討
し、地方自治体の協力を得ながら周知する。

平成29年度上期措置 厚生労働省

Ⅱ 分野別実施事項

４．医療・介護・保育分野

(2)個別実施事項

①介護サービス利用者の選択に資する情報公表



Ⅱ 情報公表システムの改修（平成 29 年７月予定）

情報公表システムについて、利用者にとって利便性を高める観点などから、以

下の４つの機能改修を実施したので、情報提供する。

① 情報公表システムとサービス付き高齢者向け住宅（以下、サ高住）情報提供シ

ステム（国交省補助事業）との連携によるサ高住周辺の介護サービス情報の充実

【利用者等向け】

○ サ高住においては、介護サービスを利用する入居者も多く、入居者が介護サ

ービスを自由に選択し、決定できるような環境が求められている。

サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会

とりまとめ（平成２８年５月）

５．適切な競争や選択がなされるような環境の実現

○情報提供の充実

高齢者がニーズに適した住宅を選択できるよう、「サービス付き高齢者向

け住宅情報提供システム」における登録物件の情報の充実や更新を促進す

るとともに、高齢者の住まいに係る一元的な情報提供に向けた取組みが必

要である。

また、生活支援サービスや介護保険サービスの提供内容や料金の明確化

を含め事業者による入居者に対する情報提供の内容や情報開示の方法につ

いて、適正化を推進すべきである。

「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」における住宅の運営

や医療機関との連携状況等に係る登録項目以外の情報に関して、事業者が

自己評価をして表示をする取組みを促すとともに、第三者が客観的に住宅

やサービスの評価をする仕組みを早期に構築することで、評価を通じた住

宅やサービスの質の確保を図るべきである。

（具体的な施策）

・「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」における登録物件の情

報の充実や更新の促進

・体験入居、見学、事前相談、説明会の実施等の促進

・契約締結前に提示する重要事項説明書や登録事項等についての説明書の

積極的な活用

・事業者団体による高齢者向けのわかりやすい資料の作成・周知【実施済】

・サ高住情報提供システムと介護サービス情報公表システムとの連携によ

るサ高住の周辺にある介護サービス情報の充実

・「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」における事業者が自己

評価をして表示をする取組みの促進

・地域住民や第三者が客観的に住宅やサービスの評価をする仕組みの早期

構築



○ このため、サ高住の入居者や入居希望者が、外部の介護サービスの選択がし

やすくなるよう、介護サービス情報公表システムについて、サ高住情報提供シ

ステムとの連携により、サ高住の入居者等が、そのサ高住の周辺にある介護サ

ービス事業所等をわかりやすく確認できるようにするシステム改修を行う。

また、これにより、サ高住の事業者は、介護サービスを利用する入居者や入

居希望者に対し、当該システムを活用して周辺の介護サービス事業所等を情報

提供することができるようになる。

○ 当該システム改修の広報に当たっては、当省において作成したパンフレット

を適宜活用されたい。（別添６－２）

※ 「在宅医療情報検索」機能については、平成 27 年度から地域支援事業に位置付けられた

在宅医療・介護連携推進事業における「地域の医療機関の分布、医療機能を把握し、リス

ト・マップ化」を市町村が独自にシステムを構築しなくても行えるよう、付加的に設けて

いたが、今般、地域包括ケア「見える化」システムにおいて、全国網羅的に公表する体制

が整ったことから、情報公表システムでの公表は平成 29 年６月をもって終了するのでご承

知おきいただきたい。

② 空き情報（任意）を更新した介護事業所・施設を検索上位へ表示

【介護事業所・施設向け】

○ 情報公表システムで公表される内容は、

①基本情報（事業所の所在地、従業員数、営業時間、サービスの内容など）、

②運営情報（介護サービスに関する具体的な取り組みの状況（例）外部機関と

の連携、苦情対応の状況、職員研修の状況など）のほか、

③事業所の特色（事業所の写真・動画、空き情報（定員に対する空き数）、サー

ビスの特色など）があるが、そのうち「③事業所の特色」については、事業

所の任意で公表（随時更新）が可能となっている。

○ 先述した規制改革推進会議における議論においては、利用者が介護事業所・

施設を検索する際には、空き情報が重要との指摘があったが、その公表は進ん

でおらず、公表している場合でも更新がされず情報が古い、といった課題があ

る。

○ このため、介護事業所・施設に空き情報を公表・更新するインセンティブが

働くよう、空き情報を公表・更新した事業所等を、検索結果の上位に表示する

システム改修を行う。



（画面イメージ）

③ 災害発生時用の施設リストの作成機能の付加

【地方自治体向け】

○ 先般、発出した通知（※）において、災害発生時に、迅速かつ的確に被災状

況について情報収集を行い、その結果を踏まえた必要な措置を講じることがで

きるよう、 都道府県、指定都市及び中核市に対して、管内の社会福祉施設等一

覧表（施設リスト）を作成し、毎年度更新することをお願いしているところで

ある。この施設リストの作成・更新については、地方自治体の事務負担が大き

いこと等から、通所系サービス等については努力義務にとどめているが、被災

状況を把握できるようにしておくことが重要である。

更新日

近い

更新日

遠い



※「災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の把握等について」（平成２

９年２月２０日 雇児発０２２０第２号、社援発０２２０第１号、障発０２

２０第１号、老発０２２０第１号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社

会・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長連名通知）

３． その他

（２）「対象施設種別」に該当しない通所施設等の取扱いについて

別紙に掲げる「対象施設種別」該当しない通所施設等ついては、あらか

じめ施設リストの作成は要しないこととするが、災害の状況により、 これ

らの被災状況を把握する必要がある場合も考えられることから、介護サー

ビス情報公表システムなどの既存情報も最大限有効に活用しつつ、可能な

限り、被災状況が把握できる体制の整備に努めること。

（別紙）対象施設種別

３ 高齢者関係施設

（１）老人短期入所施設

（２）養護老人ホーム

（３）特別養護老人ホーム

（４）軽費老人ホーム

（５）認知症高齢者グループホーム

（６）生活支援ハウス

（７）介護老人保健施設

（８）小規模多機能型居宅介護事業所

（９）看護小規模多機能型居宅介護看護事業所

（10）有料老人ホーム

（11）サービス付高齢者向け住宅

○ このため、都道府県が、情報公表システムに掲載されている情報（※）を元に、

通所系サービス等も含め、施設リストの様式で一括して出力できる機能を追加

するシステム改修を行う。

（※）情報公表システムに掲載さている情報と施設リストで求めている情報を比較すると、

情報公表システムに無いのは、緊急連絡先（電話番号）・メールアドレスであるため、平

成 29 年度の情報公表に合わせて事業所が報告するようにしている。このため、これらの

情報を含めた完全な施設リストを出力できるようになるのは、平成 30 年７月以降の予定。

なお、緊急連絡先等の情報については、システム上で公表されるものではない。

（別紙様式）

全体

NO

担当

NO

被害確認

担当自治体

所在

市町村
施設種別 法人種別

施設名

（法人名）
電話番号 緊急連絡先 メールアドレス 住所

入所者

数

連絡確認の

有無

人的被害の状

況

建物被害の状

況

入所者の

他施設等への

避難の有無

備考
情報元

(施設担当者)

選択式 選択式 選択式 選択式 選択式 選択式

○○県 社会福祉施設等の被災状況整理表【高齢者関係施設】
【平成○○年○○月○○日 ○○：○○現在】

基本情報
（あらかじめ記載しておく項目）

被害情報等
（災害発生時に記載する項目）



○ なお、情報公表システムには、介護報酬収入年額 100 万円以下の事業所と、

介護予防支援などの報告免除サービスは掲載されていないことから、地方自治

体は必要に応じて、システムで出力した施設リストに追加する必要があるので、

留意されたい。

④ 読み解きガイドブック（「消費者のための介護サービス情報ガイド」（一般社団

法人シルバーサービス振興会））の掲載

【利用者向け】

○ 情報公表制度については、平成 24 年３月に、利用者等が大量の情報の中から

事業所を選択する際に目安となるポイントや、比較・検討を行うことで見えて

くる事業所間の相違について整理したガイドブックを作成し、厚生労働省のホ

ームページに掲載する等して、普及に努めているところである。

○ 更に、利用者にとっての利便性を高める観点から、当該読み解きガイドブッ

クについて、情報公表システムのヘルプ機能に掲載することで、利用者が介護

事業所・施設を検索する際に、一体的な閲覧を可能にするシステム改修を行う

（以下の内容が掲載されるイメージ）。

１．どのような事業所・施設がサービスを提供しているか

○事業の開始年月日

介護サービス事業者の参入時期、事業所の開設時期など
を確認することで、経験が豊富な事業者かどうかみること
ができます。

○営業時間／サービスを提供している時間

「 事業所の営業時間」で自身の希望に応じた時間、時間
帯でサービスが可能かどうか確認します。

「介護サービスを利用できる時間」が設けられている場合
は、「事業所の営業時間」と異なっていないかどうか注意し
て下さい。

居宅介護支援、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハ
ビリテーション、介護予防訪問リハビリテーションについて
は、「営業時間外の対応状況」が確認できます。土日に対
応できれば利用の幅が広がりますし、緊急時の電話に応
じてくれることがわかれば安心につながります。

○法人等が当該都道府県内で実施するサービス

介護サービスを組み合わせて利用したい場合は、複数の
サービスを提供しているところを選ぶと便利です。

○利用者の人数

利用者数は多いほどよいというわけではありませんが、事
業所の実績は利用者数からうかがうことができます。利用
者から支持されているかどうかがわかるでしょう。提供実
績のうち、利用者の人数については、「記入年月日の前月
の請求実績」と併せて、「前年同月の請求実績」も確認し
ます。利用者数の増減をみて、前年より著しく減少してい
る事業所には理由を確認したほうがよいでしょう。

提供実績については、具体的なサービスごとに確認するこ
ともできます。事業所の特徴をみることができるでしょう。

○従業者1人当たりの利用者数

専門職1人当たりの利用者数をみることで、利用者1人ひ

とりに従業者が十分に関われているかどうかをみることが
できます（例えば、居宅介護支援の場合、介護支援専門
員1人あたりの標準的な給付管理件数は35 名とされてい

ます。営業エリア等職場環境も勘案することで、無理のな
い職員配置がされているかどうかもみることができます）。

『消費者のための介護サービス情報ガイド』（抜粋）
（平成24年３月一般社団法人シルバーサービス振興会）

① 事業所を選択する目安となるポイント
※厚生労働省HPからダウンロード可能

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福
祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 介護サービス情報
の公表制度



② 比較・検討を行う際の事業所間の相違点の読み解き方（訪問介護の例）

（参考）

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 平成 29 年 3 月 10 日

【振興課】

９ 介護サービス情報の公表に係る事務・権限の指定都市への移譲等について

（２）効率的な普及・啓発の実施

① 市町村のホームページ等による情報公表制度の周知

家族の介護や自らの年齢の上昇などにより、介護サービスの利用機会が新た

に発生した際に、情報公表制度の存在を知っておいてもらうことが重要である

ことから、普及・啓発は、継続的に行っていくとともに、直接のサービス利用

者以外への普及・啓発活動も重要である。

そのため、まずは、地域住民が広く一般に利用する市町村のホームページに、

①情報公表制度の専用ページを作成する、②介護サービスの利用手続きに関す

るページに情報公表制度のバナーを添付するなど、普及・啓発すること。

また、介護保険に関する利用者意識や関心が低い地域住民に対しても、普

及・啓発を図っていくには、不特定多数の方の利用が多い行政機関の窓口や医

療機関等を情報発信の場として活用することが考えられる。また、高齢者は介

護サービス利用の前段階として、医療機関を受診している可能性が高いことか

ら、例えば病院の待合室等で情報公表制度のパンフレットや事業所・施設の検

索を行える端末を設置するなどの取組が効果的である。

② 情報公表制度のパンフレット等の手交など

普及・啓発にあたっては、必要な人に必要なタイミングで情報を提供するこ

とが有効であることから、介護サービスの利用手続きとあわせた取組を行うこ

とが重要である。



具体的には、最初に介護サービスに関する情報が必要となるのは、要介護・

要支援認定を受けた直後であることから、認定通知書とあわせて情報公表制度

のパンフレット等を手交し、周知することが考えられる。

（※）情報公表制度のパンフレット等は、以下 HP からダウンロード可能。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/k

aigo_koureisha/kouhyou/index.html

③ ケアマネジャーの情報公表制度の活用

要介護・要支援認定を受けた後も、ケアマネジメントを行った上で、サービ

スの利用が開始されることから、ケアマネジャーから利用者・家族に対して、

利用するサービスに関する情報提供を行う際に、情報公表制度の紹介や、情報

公表システムを活用して事業所の比較・検討材料の提供もあわせて行うことが

考えられる。

④ 紙媒体による情報公表制度の活用支援

現在、介護サービスを必要としている高齢者は、団塊の世代等に比べ、イン

ターネットよりも、対面での相談や紙媒体による情報収集がなじみやすいとの

指摘がある。

このように、必ずしも、利用者や家族がインターネットを通じて情報を入手

するとは限らないことから、地域住民の介護サービス等の利用の起点となる地

域包括支援センターや市町村窓口において、情報公表システムを用いて対面で

わかりやすく情報提供することや、地域内の事業所の一覧情報を冊子でまと

め、必要に応じて相談者へ提供するなど、情報公表制度の活用支援に積極的に

取り組むこと。



スマホでの検索には
専用アプリが便利です！

介護サービス事業所を
選択する際に役立つ、
様々な機能をご利用いただけます。

iPhone を
ご利用の方

Android を
ご利用の方

▼ ダウンロードはこちらから ▼ 

どんなことができるの？

厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」は、
全国の介護サービス事業所のサービス内容などの
詳細情報を、インターネットで自由に検索・閲覧
できるシステムです。ぜひ有効にご活用ください。

お問合せ先

■ 知りたい地域の介護サービス事業所をネット
上でいつでも自由に探すことができます。

■ 「介護事業所」に加え「地域包括支援センター」
「生活支援等サービス」等の生活関連情報を
ホームページでまとめて検索できます。

■ 介護サービス事業所の基礎データや特色がわ
かります。

■ 複数の介護サービス事業所の基礎データを比
較検討できます。

地域の介護事業所の
情報が集まっていて
とても便利ね！

検索 クリック介護　公表

介護事業所を
探せます！

平成29年4月版

介護サービス情報
公表システム

介護サービス情報
公表システム

介護サービス情報
公表システム

KYOBE
テキストボックス
別添６－１



  

『介護事業所検索』ではどんな情報が見られるの？ どうやって介護事業所を検索するの？
■ 全体を集約した「事業所の概要」をはじめ、「事業所の詳細」「事業所の特色」「運営状況」などを調べる
ことができます。

事業所の「詳細」「特色」「運営状況」の
概略が表示されます。

事業所の責任で公表している
情報が表示されます。

事業所が報告した基本情報が
表示されます。

事業所が報告した運営情報が
表示されます。

事業所の特色

事業所の概要

運営状況

事業所の詳細

▶提供しているサービスの一覧
　（設備や協力医療機関なども確認できます。）
▶サービスを利用する際の利用料…など

▶事業所の所在地
▶サービスの内容、利用料、設備の概要…など

▶事業所の運営状況をレーダーチャート図で表示
　（運営状況の全体像が確認できます。）
▶「サービスの質の確保」など事業所運営にあたっての取組…など

▶サービスの内容・特色など、事業所による PR
　（写真や動画なども閲覧できます。）
▶事業所の定員や空き情報…など

確　認
できる
情　報

確　認
できる
情　報

確　認
できる
情　報

確　認
できる
情　報

■ 「地図から探す」「サービスから探す」「住まいから探す」
　「条件検索」など、お好みに応じて検索できます。　
各都道府県の「介護事業所検索」ページに以下のようなボタンがありますので、
お好みに応じてクリックし、表示に従ってください。
希望に沿った介護事業所を検索できます。

検索結果画面

検索された事業所が
地図上に利用目的別に
色分けして表示されます。

▶地図をクリックして地域から
　事業所の絞り込みを行います。

▶検索したいサービスを選択し、
その後地図で事業所を絞り込みます。

▶希望の市町村をチェックして
　事業所を探すこともできます。

▶検索フォームより「住所」と
　「事業所までの距離」を入力し、
　希望の地域で事業所を検索します。

▶各項目に条件を入力したり
　チェックを入れることで、
　他の検索方法よりもきめ細や
　かな検索条件が設定可能です。



検索介護　公表

「サービス付き高齢者向け住宅」周辺の
「介護事業所」が地図上で検索可能！

サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）は、高齢者単身・夫婦世帯が居住できる賃貸等の住まいです。
サ高住の必須サービスは、安否確認・生活相談になりますので、介護保険サービスを利用する場合は、
外部の介護サービス事業所を選択し、利用することになります。

「介護サービス情報公表システム」が、
 さらに便利になりました。
厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」は、全
国の介護サービス事業所のサービス内容などの情報
を、インターネットでいつでも自由に検索・閲覧できる
システムです。2017年７月より新たな機能が追加さ
れ、サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）と、その周
辺にある介護事業所を一緒に探せるようになりました。

（例：東京都の場合）

サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）とは…

KYOBE
テキストボックス
別添６－２



検索介護　公表

サ高住周辺の介護事業所の検索方法
（検索画面イメージ）

〈介護サービス情報公表システム〉
http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/

〈サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム〉
http://www.satsuki-jutaku.jp/index.php

※サ高住の必須サービスである安否確認・生活相談
サービスに関する情報を中心に、入居者情報等の
運営情報の公開もしています。

広域地図

サ高住

2

1
↑

地図上に表示する介護
事業所のサービスの種
類を選択します。

4

↑

それぞれの“サ高住”
について近隣の介護事
業所を表示することが
できます。

3
“サ高住”のアイコン
（印）です。
「広域地図」の番号と連
動しています。

5
｢サービス付き高齢者向け
住宅情報提供システム｣の
画面へ進むと、さらに詳
しい情報を見ることもで
きます。

“サ高住”と周辺の介護
事業所が広域の地図で
表示されます。

サ高住

近隣地図



７．居宅介護支援事業者の指定権限の移譲について

（１）居宅介護支援事業者の指定権限の移譲について

平成 26 年の介護保険法改正において、保険者機能の強化という観点から、市区町村

による介護支援専門員の支援を充実することを目的として、居宅介護支援事業者の指

定権限を都道府県から市区町村に移譲（指定都市及び中核市については、大都市等の

特例により既に移譲済み）し、平成 30 年４月１日（以下「施行日」という。）に施行

することとなっている。各都道府県におかれては、管内市区町村への権限移譲が円滑

に行われるよう、今般お示しする「居宅介護支援事業者の指定権限の移譲に係るスケ

ジュール（案）」を参考に移譲に向けたスケジュールを検討いただきたい。（資料７

－１）

また、施行日以降、市区町村による指定事務が円滑に開始されるよう、申請から指

定に至るまでの流れ、申請書類の様式・手引き等といった都道府県の現行の運用を例

示すること等により、市区町村の事前準備に対して必要な支援をお願いする。

なお、市区町村に対する支援にあたっては、以下の点についても周知願いたい。

ア．運営基準等を定める条例の制定

指定権限の移譲に伴い市区町村においては、介護保険法（以下「法」という。）

第 81 条第３項に定める、厚生労働省令で定める基準（指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 38 号））に従い条例を定める必

要があるが、当該基準は、平成 30 年度介護報酬改定とあわせて改正される可能性が

あること。

【介護保険法（平成九年法律第百二十三号）（抄）】（※平成 30 年４月１日施行）

第八十一条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定め

る員数の介護支援専門員を有しなければならない。

２ 前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条

例で定める。

３ 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で

定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参

酌するものとする。

一 指定居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

二 指定居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの

適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして

厚生労働省令で定めるもの

４ ～６ （略）



イ．国保連合会に対する事業者情報の登録

国保連合会による介護報酬の審査・支払のため、現在、居宅介護支援事業者を指

定した場合には、当該事業者を指定した都道府県から国保連合会に対する事業者情

報の登録が行われているが、施行日以降は、市区町村において事業者情報を登録す

る必要があること。

ただし、市区町村は直接国保連合会に登録するのではなく、都道府県を介して登

録すること。（資料７－２）

ウ．経過措置

施行日前に都道府県が行った指定や、都道府県に対して行われた申請は、施行日

以降、市区町村が行った指定や、市区町村に対して行われた申請とみなす経過措置

が設けられていること。

【地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（平成二十六年法律第八十三号）附則（抄）】

第二十四条 第七号施行日前に第七号旧介護保険法の規定により都道府県知事がした指定等の

処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又は第七号施行日前に

第七号旧介護保険法の規定により都道府県知事に対してされた指定等の申請その他の行為

（以下この条において「申請等の行為」という。）で、第七号施行日以後において市町村長

が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、第七号施行日以後にお

いては、市町村長のした処分等の行為又は市町村長に対してされた申請等の行為とみなす。

また、指定居宅介護支援事業者が事業の廃止又は休止の届出を提出した場合におい

て、利用者が希望する居宅サービス等が継続して提供されるよう、これまでも市区町

村においては、その関係者相互間の連絡調整又は援助を行っている。

加えて、施行日以降においては、都道府県が複数の市区町村にまたがった場合にお

ける関係者相互間の連絡調整又は広域的な見地からの助言等を行うことができるよう

規定しているのでご了知願いたい。

【介護保険法（平成九年法律第百二十三号）（抄）】（※平成 30 年４月１日施行）

第八十一条 （略）

２～４（略）

５ 指定居宅介護支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたとき

は、当該届出の日前一月以内に当該指定居宅介護支援を受けていた者であって、当該事業の廃

止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅介護支援に相当するサービスの提供を

希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定居宅介護支援

事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

６ （略）



（変更の届出等）

第八十二条 （略）

２ 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとする

ときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨

を市町村長に届け出なければならない。

（市町村長等による連絡調整又は援助）

第八十二条の二 市町村長は、指定居宅介護支援事業者による第八十一条第五項に規定する便宜

の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者及び他

の指定居宅介護支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業

者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

２ 都道府県知事は、同一の指定居宅介護支援事業者について二以上の市町村長が前項の規定に

よる連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅介護支援事業者による第八十一条第

五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相

互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見

地からの助言その他の援助を行うことができる。

３ （略）

（２）介護支援専門員に対する指導権限の移譲について（政令事項）

居宅介護支援事業者の指定権限は、現在都道府県が有しているが、平成 30 年度には

（１）のとおり市町村へ移譲されることとなっている。一方で、介護支援専門員に対

する指導権限は、市町村ではなく都道府県が有している。この点について、地方分権

改革推進の観点から、居宅介護支援事業者に対する指導権限と一体的に行使できるよ

う、一部の地方公共団体からの提案があったところであり、「平成 28 年の地方からの

提案等に関する対応方針」（平成 28 年 12 月 20 日）において、介護保険法に関し、「介

護支援専門員に対する報告の求め、指示・研修受講命令及び業務禁止（69 条の 38）に

係る事務・権限については、政令を改正し、介護支援専門員が業務を行う地の指定都

市に平成 30 年度から移譲する。」ことが閣議決定されたところである。

【介護保険法（平成九年法律第百二十三号）（抄）】

(報告等)

第六十九条の三十八 都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要

があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でそ

の業務を行う介護支援専門員に対し、その業務について必要な報告を求めることができる。

２ 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業

務を行う介護支援専門員が第六十九条の三十四第一項又は第二項の規定に違反していると認

めるときは、当該介護支援専門員に対し、必要な指示をし、又は当該都道府県知事の指定する

研修を受けるよう命ずることができる。



３ 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業

務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には、当該介護支援

専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止するこ

とができる。

４ 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けている介護支援専門員に対して前二項の規

定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該介護支援専門員の登録をしている都道

府県知事に通知しなければならない。

※政令については、平成 30 年４月１日までに施行予定。

法第 69 条の 38 に基づく介護支援専門員に対する指導権限は、

・ 介護支援専門員の登録を行っている都道府県（以下「登録都道府県」という。）

・ 介護支援専門員が業務を行っている都道府県（以下「業務都道府県」という。）

が有しているが、今回の権限移譲の対象となるのは業務都道府県が有する指導権限の

みとなっている。そのため、指定都市において業務を行う介護支援専門員に対する指

導権限が業務都道府県から当該指定都市に移譲されることとなる一方、登録都道府県

については、介護支援専門員が業務を行う地域にかかわらず、引き続き都道府県が指

導権限を有することとなる。（資料７－３）

以上を踏まえ、介護支援専門員が業務を行う地の指定都市におかれては、業務体制

の確保等、移譲に向けた準備を進めていただくとともに、介護支援専門員への指導に

関する疑問点は道府県と適宜情報共有を行い、円滑な権限移譲の実施に向けて準備い

ただくようお願いする。また、管内に指定都市がある道府県におかれては、円滑な権

限移譲が行われるよう、介護支援専門員を対象とした指導への指定都市職員の同行な

どにより、指定都市に対して必要な支援を実施していただくようお願いする。



都道府県
指定都市
中核市

居宅介護支援事業所

＜現行＞＜現行＞

市町村
指定

指導・監査

勧告、命令、
指定の取り消し、
指定の効力停止

指導・監査

＜平成30年4月以降＞＜平成30年4月以降＞

都道府県 市町村

居宅介護支援事業所

指定

助言・その他
の援助

指導・監査

勧告、命令、
指定の取り消し、
指定の効力停止

支援

居宅介護⽀援事業者の指定権限の移譲について

○ 居宅介護支援事業者の指定権限について、都道府県から市町村に移譲する。（平成30年4月施行）
※ 大都市等の特例により、指定都市及び中核市については、既に指定権限が移譲されている。

【平成26年改正時に対応】

（資料７－１）



居宅介護支援事業者の指定権限の移譲に係るスケジュール（案）

市町村 都道府県 国

～９月

○３０年度に向けた予算要求
（権限移譲を踏まえた要求額を検
討）

○権限移譲に向けたスケジュール等の検
討

○管内市町村に向けた説明会の開催
・指定申請等に係る様式や手引きの例示
・条例制定に向けた市町村のスケジュー
ル案の提示

１０月
○指定申請等に係る様式や手引き等
の準備

１１月

１２月

○介護給付費分科会でのとりまとめ
を踏まえ、運営基準等を定める条
例案の策定

○市町村の条例制定事務の進捗状況の把
握及び支援

○報酬・基準に関する基本的な考え
方の整理・取りまとめ

※地方自治体における条例の制定・改
正に要する期間を踏まえて、基準に
関しては先行してとりまとめを行う。

１月
○指定等に関するホームページ作成 ○指定事業者に対する周知

（指定申請等の窓口の変更等）
○介護報酬改定案 諮問・答申

２月
○運営基準等を定める条例案を市町
村議会へ提出、条例制定

○関係書類の引き継ぎ

３月

４月
○改正介護保険法及び市町村条例の施行

介
護
給
付
費
分
科
会

※ 国における介護報酬改定に関するスケジュールは、現時点での予定であり、今後変更があり得る。



居宅介護支援事業者の事業者情報の提供の流れ（例）

事業者 市町村 都道府県
国保連合会

（事業所所在県）

※以下の場合についても、上記の流れに沿って国保連合会への情報提供が必要となる。
・指定の更新を行った場合
・居宅介護支援事業者から指定に係る変更届や事業の休止・廃止の届出があった場合
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出があった場合

指定申請 申請受付

審査

指定決定

市町村事業所
台帳への登録

都道府県事業所
台帳への登録、
事業所番号付番

受領

審査介護報酬請求

介護報酬支払

指定通知
公示

（資料７－２）



○ 平成27年の地⽅からの提案等に関する対応⽅針（平成２７年１２⽉２２⽇ 閣議決定）（抄）

５ 都道府県から市町村への事務・権限の移譲等

【厚生労働省】
（２）介護保険法（平９法123）
介護支援専門員に対する報告の求め、指示・研修受講命令及び業務禁止（69条の38）に係る事務・権限については、地方公共団体から意見聴取を行っ

た上で、介護支援専門員が業務を行う地の市町村への付与又は移譲について検討し、平成28年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講
ずる。

○ 介護保険制度の⾒直しに関する意⾒（平成２８年１２⽉９⽇ 社会保障審議会介護保険部会）（抄）

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進
１．自立支援・介護予防に向けた取り組みの推進
(５) 適切なケアマネジメントの推進等

○ （中略）市町村の有する人材やノウハウには差があるなど、各市町村のおかれている状況は様々であり、 全市町村へ一律に移譲するこ
とは困難であることから、ケアマネジャーに対する指導権限の移譲については、地方公共団体の意見を踏まえ、指定都市のみに限定して一
律移譲することとし、指定都市においては、業務体制の確保等、移譲に向けた準備を進めることが適当である。

○ 平成28 年の地⽅からの提案等に関する対応⽅針（平成２８年１２⽉２０⽇ 閣議決定）（抄）

５ 都道府県から市町村への事務・権限の移譲等

【厚生労働省】
（２）介護保険法（平９法123）
介護支援専門員に対する報告の求め、指示・研修受講命令及び業務禁止（69条の38）に係る事務・権限については、政令を改正し、介護支援専門員が

業務を行う地の指定都市に平成30年度から移譲する。

介護支援専門員に対する指導権限の移譲について

介護支援専門員に対する指導権限について、介護支援専門員が業務を行う地の指定都市に移譲する。（平成30年4月施行予定）

【⾒直しの⽅向性】

（資料７－３）



介護支援専門員に対する指導権限について【権限移譲後のイメージ】

業務都道府県としての指導権限＝Ａ県 業務都道府県としての指導権限＝Ａ県または指定都市

●権限移譲前→業務都道府県としてＡ県は①②③④全てに指導権限を有する
●権限移譲後→業務都道府県としてはＡ県が①②、指定都市が③④に指導権限を有するが、引き続きＡ県は登録都道府県として③に指導権限を

有する
※権限移譲後も、業務地に関わらず登録都道府県であるＢ県は②④に指導権限を有する

ケアマネジャー

登録：Ａ県

①

登録：Ａ県

③

登録：Ｂ県

④

ケアマネジャー

登録：Ａ県

①

登録：Ａ県

③

指定都市を
有するＡ県

登録：Ｂ県

②

登録：Ｂ県

②

登録：Ｂ県

④

指
定
都
市

登
録
地
と
し
て
の
指
導
権
限

登
録
都
道
府
県
と
し
て
の
指
導
権
限
（
Ｂ
県
）

登
録
地
と
し
て
の
指
導
権
限

登
録
都
道
府
県
と
し
て
の
指
導
権
限
（
Ｂ
県
）

指
定
都
市

指定都市を
有するＡ県

Ａ県は業務地としての
指導権限はなくなるが、
引き続き、登録地として
の指導権限は残る。

【権限移譲前】 【権限移譲後】
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